
 

要件 内容 

■鹿屋市工場等立地促進補助金 

<対象業種> 

 製造業，流通業，情報通信業，研究開発施設 

 

<交付要件> 
・市と立地協定を締結すること。 

 ・用地取得後５年以内に操業を開始すること。（新設の場合） 

 ・ 新たな工場等の設置に伴い，市内の既存の工場等の操業の停
止，又は著しい操業能力の減少でないこと。（新設又は増設の
場合） 

 

<雇用・面積要件> 

区分 雇用増加数 用地取得面積 

新設（市外） ５人以上 製造業・流通業 情報通信業・研究開発施設 

新設（市内） ３人以上 

2,000㎡以上 

（本市の特性を生かした

事業の場合1,000㎡以上） 

200㎡以上 

（本市の特性を生かした事

業の場合100㎡以上） 

増設 ３人以上 - - 

移設 ３人以上 - - 

 

※新設：鹿屋市内に新たに工場等を立地 

※増設：鹿屋市内の既存の工場等の敷地又は接する土地に工場等 

    を拡張 

※移設：鹿屋市内の既存の工場等を閉鎖し，既存の工場敷地外の市

内の土地に立地 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工場等用地取得費補助金 

内容 上限額 投資区分 

土地取得費 

×30％ 

１億円以上 

雇用増加数 限度額 

３～９人 2,000万円以内 

10～19人 3,000万円以内 

20～49人 5,000万円以内 

50～99人 7,000万円以内 

100人以上 １億円以上 
 

新設・増設 

 

 

■雇用促進補助金 

内容 上限額 投資区分 

雇用増加数20万円/人 

市民10万円/人（加算） 

障がい者10万円/人（加算） 

特定雇用者20万円/人（加算） 
 

 

総額5,000万円以内 

 

新設，増設，移設 

 

■建物・機械設備補助金 

内容 上限額 投資区分 

建物整備費×３～12％ 

機械設備整備費×3～12％ 

総額１億円以内 

新設，増設，移設 

 

区分 
補助率 限度額 

雇用増加数 市内発注率 

３～９人 
0～49％ ３％ 

5,000万円以内 
50～79％ ５％ 

80％以上 10％ 

10～19人 
0～49％ 3.5％ 

6,000万円以内 
50～79％ 5.5％ 

80％以上 10.5％ 

20～49人 
0～49％ 4％ 

7,000万円以内 
50～79％ 6％ 

80％以上 11％ 

50～99人 
0～49％ 4.5％ 

8,000万円以内 
50～79％ 6.5％ 

80％以上 11.5％ 

100人以上 
0～49％ 5％ 

9,000万円以内 
50～79％ 7％ 

80％以上 12％ 
 

 

■施設賃借料補助金（情報通信・研究開発施設） 

内容 上限額 

建物等賃借料×50％ 3,000万円以内（1,000万円×３年） 

 

■通信回線使用料補助金（情報通信・研究開発施設） 

内容 上限額 

通信回線使用料×50％ 3,000万円以内（1,000万円×３年） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


